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第1条（規約の目的） 

「利用規約」（以下「本規約」といいます）は、株式会社パイオン（以下「弊社」といいます）所定のお申込情報（以下「お申込情報」と

いいます）のお申込者（以下「お客様」といいます）に対して弊社が提供するｻー ﾋ゙ｽに関する契約条件を定めるものです。 
 

第２条（基本合意） 

弊社は、次条に定める所定のｻ ﾋー゙ｽ（以下「本ｻ ﾋー゙ｽ」といいます）をお客様の申込内容に従いお客様に提供するものであり、お

客様は規約を承諾した上で弊社と取引を行うものとします。 
 

第３条（用語の定義） 

本規約に定める用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。 

（１）「本ｻー ﾋ゙ｽ」とは、以下のものをいいます。本ｻー ﾋ゙ｽのご利用にあたっては、本規約に加え、本紙末に定める個別の定めが適

用されます。 

 

（２）「利用契約」とは、本規約に基づき、弊社とお客様の間で締結される本ｻー ﾋ゙ｽの利用に関する契約をいいます。 
 

第4条 （本ｻー ﾋ゙ｽ利用期間） 

1. 本ｻ ﾋー゙ｽの提供は、弊社がお客様に対し次条第1項の通知を発信した日から開始されるものとします。 
 

第5条（利用契約） 

1． 利用契約は、お客様がお申込書所定の事項を記載して弊社に申込、弊社がこれを承諾した旨の通知をお客様に発信した時

に成立するものとします。 

2． お客様はお申込書に記載された内容に変更が生じた場合は、直ちに弊社の指定する方法に従って弊社に対して変更の通

知をしなければならないものとします。 

3． 弊社は次の各号に該当すると判断した場合のほか、弊社の自由裁量により、利用契約の申込を承諾しないことがあります。 

（1） ｾｷｭﾘﾃｨｻ ﾋーｽ゙のみを申込みなされた場合 

（2） お客様が、本規約の契約上の義務を怠るおそれがある場合 

（3） お客様が第１５条のいずれかに該当する場合 

（4） お申込書に虚偽の事実を記載した場合 

（5） 弊社の業務の遂行上困難がある場合 

（6） 過去に弊社から利用契約を解除したことがある場合 

（7） その他前各号に準ずる場合で、弊社が契約締結を不適当と判断した場合 
 

第6条（料金） 

1. お客様は、本ｻ ﾋーｽ゙料金として次に定める基本ｻー ﾋｽ゙料金及びｵﾌ゚ ｼｮﾝｻー ﾋ゙ｽ料金（以下「本ｻ ﾋー゙ｽ料金等」といいます）並びに

お申込情報に定める初期費用を弊社に支払うものとします。 

 

 

 

 

 

（税抜） 

2. 基本ｻー ﾋ゙ｽ料金（以下「基本ｻー ﾋ゙ｽ料金」といいます）は、利用契約成立日の属する月の翌月１日から課金が開始されます。但

し、理由の如何を問わず、利用契約を以前に解約し、又は解約されたお客様が再度利用契約に加入された場合、基本ｻ ﾋーｽ゙

料金等の課金は再度の利用契約成立日の属する月から開始するものとします。なお、月の途中で利用契約を解約した場合

においても、当月分の基本ｻー ﾋ゙ｽ料金等の日割精算は行いません。 

3. お客様が初期費用を支払う場合、ｵﾌ゚ｼｮﾝｻｰﾋ゙ｽを利用した場合、お申込書若しく は別紙の料金表又はお申込情報に定める

利用料金等を基本ｻ ﾋー゙ｽ料金に加え、弊社に支払うものとします。 

4. 弊社は、基本ｻー ﾋ゙ｽ料金等およびｵﾌ゚ ｼｮﾝｻ ﾋーｽ゙料金等の改定を行うことができるものとします。この場合、弊社はお客様に対

して改定日の 1ヶ月前までに、改定された利用料金等を通知するものとします。 

5. お客様は、本ｻ ﾋーｽ゙ご利用にあたり、通信事業者に対して発生する通信費、パケット料金、通信端末代金その他発生する通

信関係費用等については、当該ご利用料金等、初費用に含まれません。お客様ご自身が、別途通信事業者に対してお支払

いただくものとします。 

6. お客様が本ｻー ﾋ゙ｽ料金等の支払を遅滞した場合は、支払期日翌日から完済に至るまで支払うべき金額に対して年率１４．６％

（この場合1年を 365日とする日割計算とする）の遅延損害金が発生するものとします。 
 

第7条（支払方法） 

1. 本ｻ ﾋーｽ゙料金等の支払方法は、原則として銀行引落（もしくは弊社が指定する会社による口座振替）又はクレジットカードにて

お支払いただくものとします。その他の支払方法又は支払期日を弊社が指定したときは、指定した方法でお支払いただくも

のとします。なお、初期費用は、初回の支払いに合算しお支払いただくものとします。 

2. 銀行引落の場合、別途弊社より通知する月を開始月として当月分を前月２７日(当日が金融機関休業日の場合は、翌営業日)に、

原則として、指定口座からの自動引落としの方法により支払うものとします。 

3. クレジットカードの場合、お客様と契約するクレジットカード会社（以下「カード会社」といいます）の規定に基づき、お客様の

銀行口座から引落すことにより支払うものとします。但し、初回の引落しは、分割料金２回分を合算して引落すものとします。 
 

第8条 （権利の帰属） 

1. 本ｻ ﾋー゙ｽにより提供される著作物、画像およびそのﾃ゙ ﾀーならびに本ｻー ﾋ゙ｽに関連するウェブサイトその他著作物、肖像、商標、

標章、情報、ﾃ゙ ﾀーおよび表現等、本ｻｰﾋ゙ｽにかかわる著作権、著作隣接権、商標権および特許権等工業所有権その他一切

の権利ならびにﾉｳﾊｳは、弊社又は正当な権利を有する者に帰属するものとします。 
 

第9条（本ｻー ﾋｽ゙の利用設備） 

１． お客様は、自己の費用と責任において、弊社が推奨する仕様・条件にてﾊ゚ｿｺﾝ・ｽﾏ ﾄーﾌｫﾝなどの設備（以下「お客様設備」と

いいます）を設置・設定し、お客様設備及び本ｻー ﾋ゙ｽ利用のための環境を維持するものとします。 

２． お客様は、本ｻ ﾋー゙ｽを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信ｻ ﾋーｽ゙を利用してお客様

設備をｲﾝﾀｰﾈｯﾄに接続するものとします。 

３． お客様設備の一部又は全部を弊社がお客様に提供した場合でも、次の各号の事由が生じたときは、弊社は本ｻｰﾋ゙ｽの提供

債務の不履行責任をお客様に対して負わないものとします。 

（1） お客様設備の不具合・瑕疵に起因があるとき。 

（2） 前項に定めるｲﾝﾀ ﾈーｯﾄ接続並びに本ｻー ﾋ゙ｽ利用のための環境に不具合があるとき。 
 

第10条（動作環境等） 

１． 本ｻ ﾋー゙ｽの動作環境は以下を満たすものとします。 

ﾌ゚ﾗｯﾄﾌｫ ﾑー ： Microsoft Windows 2000 Sp3以上、又は Windows XP、Windows Vista 

ﾌ゙ﾗｳｻ ゙： Internet Explorer 6.0以上、FireFox1.0以上 (FireFox3.0を除く )最低接続 ： 56ｋbps 常時接続以上 ※Windows7は

32Bit版対応中 

２．本ｻ ﾋー゙ｽのｻﾎ゚ ﾄー対応ｿﾌﾄは以下の通りとします。 

 Word、Excel、Outlookの２００３と２００７、Windowsﾒ ﾙー、OutlookExpress 
 

第11条（ｾｷｭﾘﾃｨｻー ﾋ゙ｽ） 

１． ｾｷｭﾘﾃｨｻ ﾋー゙ｽのｿﾌﾄｪｱ（以下、本ｿﾌﾄｪｱ製品、ﾌ゚ﾛｸ゙ﾗﾑ､ﾃ゙ ﾀー、ﾏﾆｭｱﾙおよびこの製品に含まれる全ての付属品をいいます）

は、ｷﾝｸ゙ｿﾌﾄ株式会社が、お客様に対し、使用を許諾するもので、お客様の有する使用権は、非独占的ものであり、第三者に

譲渡することはできないものとします。 

２． 本使用許諾は、お客様が本ｿﾌﾄｪｱをｲﾝｽﾄー ﾙしたときより成立します。 

３． お客様は、ご自身のためにﾊ゙ｯｸｱｯﾌ゚目的でのみ、本ｿﾌﾄｪｱの複製を行うことができます。それ以外の目的での複製はできな

いものとします。 

４． お客様は、本ｿﾌﾄｪｱを改変することはできないものとします。 

５． お客様は、ｷﾝｸｿ゙ﾌﾄ株式会社の書面による同意を得なければ、ｿﾌﾄｪｱ製品およびその複製物の販売、頒布、貸与、移転その

他の方法で、第三者に使用させることはできないものとします。 
 

第12条（ﾊ゙ｯｸｱｯﾌ゚ ） 

１． お客様は、本ｻー ﾋ゙ｽの利用にあたって提供、伝送、作成、保管、記録等するファイル、ﾃ゙ ﾀー、ﾌ ﾛ゚ｸ゙ﾗﾑその他のﾃ゙ ﾀー等の全て

（以下「お客様ﾃ゙ ﾀー」といいます）を自らの責任において利用し、保管・管理し、かつ、ﾊｯ゙ｸｱｯﾌ゚を取らなければならないもの

とします。 

２． 弊社は、弊社が本ｻー ﾋ゙ｽに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、お客様等が本ｻ ﾋーｽ゙において提供、

伝送するﾃ゙ ﾀー等について、監視、分析、調査等必要な行為を行い、あるいはお客様ﾃ゙ ﾀーを一時的にﾊ゙ｯｸｱｯﾌ゚する場合があ

ります。ただし、当該ﾊ゙ｯｸｱｯﾌ゚は、お客様ﾃ゙ ﾀーの保全を目的とするものではなく 、仮に弊社がお客様からの当該ﾊ゙ｯｸｱｯﾌ゚ ﾃ゙ｰ

ﾀの提供要求に応じる場合であっても、弊社は、当該ﾃ゙ ﾀーの完全性等を含め何らの保証をしません。 

３． お客様が本条第１項に定めるお客様ﾃ゙ ﾀーをﾊ゙ｯｸｱｯﾌ゚ しなかったことによってお客様その他の第三者が被った損害について、

弊社は損害賠償責任を含め何らの責任を負わないものとします。 

４． 弊社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（平成13年法律第137号）に

定める開示請求があった場合、前項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示することがあります。 
 

第１3条(損害賠償の制限） 

1. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本ｻ ﾋー゙ｽ又は利用契約等に関して、弊社がお

客様に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべき事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の

原因でお客様に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。なお、

弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益に

ついて弊社は賠償責任を負わないものとします。 

（1） 当該事由が生じた月の月初から初日算入にて起算して、過去 12 ｹ月間に発生した当該本ｻ ﾋー゙ｽに係わる料金の平均月額料

金（1ｹ月分） 

（2） 当該事由が生じた月の月初から初日算入にて起算して本ｻ ﾋー゙ｽの開始日までの期間が１ヶ月以上ではあるが 12 ヶ月に満た

ない場合には、当該期間（１月未満は切捨て）に発生した当該本ｻー ﾋ゙ｽに係わる料金の平均月額料金（１ヶ月分） 

（3） 前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本ｻー ﾋ゙ｽに係わる料金の平均日額料

金（１日分）に３０を乗じた額 
  

第１4条（免責） 

1. 本ｻ ﾋー゙ｽ又は利用契約等に関して、弊社は以下の事項を保証するものではなく 、本ｻー ﾋ゙ｽの正確性、合法性、道徳性、最新性、

適切性、合目的性などその内容について、お客様に対して、明示的又は黙示的な保証を行いません。 

（1） お客様からの問合せを遅滞無く受け付けること 

（2） 本ｻ ﾋー゙ｽの提供をもって、お客様の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明 

（3） 本ｻ ﾋーｽ゙の利用によりお客様の機器に損害や不具合が発生しないこと又はお客様の機器に悪影響を与えるよう なウイルス等

の進入を未然に防ぐこと 

（4） 担当ｵﾍ゚ﾚ ﾀー及び担当ｽﾀｯﾌの説明に基づいてお客様が実施した作業内容 

２．本ｻｰﾋ゙ｽ又は利用契約等に関して弊社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、弊社は、以下の

事由によりお客様に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わ

ず賠償の責任を負わないものとします。  

（１）天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力 

（２）お客様設備の障害又は本ｻー ﾋ゙ｽ用設備までのｲﾝﾀ ﾈーｯﾄ接続ｻー ﾋ゙ｽの不具合等お客様の接続環境の障害 

（３）本ｻ ﾋー゙ｽ用設備からの応答時間等ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続ｻー ﾋ゙ｽの性能値に起因する損害 

（４）弊社が第三者から導入しているｺﾝﾋ゚ｭ ﾀーｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を

提供されていない種類のｺﾝﾋ゚ｭー ﾀｳｨﾙｽの本ｻ ﾋー゙ｽ用設備への侵入 

（５）善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本ｻ ﾋーｽ゙用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路

上での傍受 

（６）弊社が定める手順・ｾｷｭﾘﾃｨ手段等をお客様が遵守しないことに起因して発生した損害 

（７）本ｻ ﾋー゙ｽ用設備のう ち弊社の製造に係らないｿﾌﾄｪｱ及びﾃ゙ ﾀーベースに起因して発生した損害 

（８）本ｻ ﾋー゙ｽ用設備のう ち、弊社の製造に係らないﾊー ﾄ゙ ｳｪｱに起因して発生した損害 

（９）電気通信事業者提供の電気通信役務の不具合に起因して発生した損害 

（１０）刑事訴訟法第２１８条（令状による差押え・捜索・検証）、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処

分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分 

（１１）弊社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故 

（１２）再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき弊社に過失などの帰責事由がない場合 

（１３）その他弊社の責に帰すべからざる事由 

３．弊社は、お客様が本ｻー ﾋ゙ｽを利用することによりお客様と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとし

ます。 
 

第１5条（本ｻー ﾋ゙ｽの中断） 

1. 弊社は、次の各号に該当する場合にはお客様に対し事前に連絡することなく 本ｻー ﾋｽ゙を一時的に中断する場合があります。

また、弊社は本ｻ ﾋーｽ゙提供について遅延又は中断が発生したとしても、これに起因するお客様又は他の第三者が蒙った損

害について一切の責任を負わないものとします。 

（1） 本ｻ ﾋー゙ｽのｼｽﾃﾑの保守、点検、修理、変更を定期的に又は緊急に行う場合 

（2） 弊社又は弊社利用の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき 

（3） 弊社又は弊社利用の電気通信設備に何らかの障害が発生したとき 

（4） 火災、停電などにより本ｻー ﾋ゙ｽ提供ができなく なった場合  

（5） 地震、噴火、洪水、津波などの天災、及び戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議などにより本ｻ ﾋー゙ｽの提供ができなく なった場合  

（6） 第三者の故意、過失により本ｻー ﾋ゙ｽのｼｽﾃﾑに障害が生じたとき 

（7） その他、弊社が運用上・技術上一時的な中断を必要と判断した場合   

2. 弊社は、前項の（1）乃至（7）までの事由によって生じたｼｽﾃﾑの障害によるお客様の直接または間接的な被害に対しては一

切補償しないものとし、お客様はこれを了承し、当社に何らの請求もできないものとします。 
 

第１6条（本ｻー ﾋ゙ｽの停止） 

1. 弊社は、お客様が次の項目のいずれかに該当する場合には、本ｻ ﾋー゙ｽの提供を何ら事前に通知又は催告することなく停止

できるものとします。 

（1） 本ｻ ﾋー゙ｽの利用料金、又は遅延損害金等を支払期限が経過してもなお支払わない場合 

（2） お客様が本規約に違反しているとき、もしく はお客様が本規約上の義務を怠るおそれがあると弊社が判断したとき 

（3） お客様情報に虚偽があるとき、もしくはお客様情報が他人の名義であるとき 

（4） 弊社がお客様と連絡を取ることができなく なったとき 

（5） 弊社が本ｻー ﾋｽ゙事業を廃止するとき 

（6） 前各号以外で、不適切な登録又は届出があるとき 

（7） その他弊社が本ｻー ﾋ゙ｽの提供を適切でないと判断したとき 
 

第１7条 （禁止事項） 

1. お客様は本ｻー ﾋ゙ｽを利用するにあたり、次の各号に該当する行為を一切行なってはならないものとします。 

（1） 当社、他のお客様、その他の第三者又は本ｻー ﾋ゙ｽに損害を与える行為 

（2） 著作権または商標権等の工業所有権その他各配信元または第三者の権利を侵害する行為。 

（3） 前各号の他著作権者、著作隣接権者その他の権利者の名誉、人格または信用等を毀損する行為もしく は不利益を与え

る行為 

（4） 犯罪行為または犯罪行為に結びつく恐れのある行為 

（5） 他のお客様その他のﾌ゚ﾗｲﾊ゙ｼー や名誉等を侵害する行為 

（6） ｳｨﾙｽ等の有害なｺﾝﾋ゚ｭ ﾀーﾌ゚ﾛｸﾗ゙ﾑ、あるいはｽﾊ゚ﾑﾍ゚ｰﾙ等を送信し、または、これら有害ﾌ゚ﾛｸ゙ﾗﾑにつき第三者が受信もし

くは受信可能な状態におく行為。 

（7） ねずみ講、ﾏﾙﾁ商法、あるいはﾈｯﾄﾜ ｸーﾋ゙ ｼ゙ﾈｽなど消費者自身に営利目的を持たせる商法の取引に関する行為。また、

悪徳商法としてﾏｽｺﾐなどに取り上げられた商法の取引に関する行為。 

（8） 麻薬、武器弾薬、輸入医薬品、その他売買や所持が禁止されている物品や役務の取引に関する行為。 

（9） ﾎ゚ﾙﾉｸ゙ﾗﾌｨ やーｱﾀﾙ゙ﾄ向けｺﾝﾃﾝﾂと判断されるもの。いわゆる出会い系ｻｲﾄ（出会いを支援する内容が記載されたｻｲﾄでｱ

ｸｾｽした者同士が交流できるようになっているもの）に関する行為。 

（10） 

 

（11） 公序良俗に反する行為 

（12） 本ｻ ﾋー゙ｽの運営を妨げるような行為 

（13） 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、その他反社会的勢力について協力・加担・助長する行為 

（14） 法令に違反する行為 

（15） 本ｻ ﾋー゙ｽの信用を毀損するよう な行為を行う こと。 

（16） 前各号に定める行為を助長する行為 

（17） 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為 

（18） その他、当社が不適切と判断する行為 
 

第18条 （ｻー ﾋ゙ｽの制限・廃止） 

1. お客様による行為または当該行為による二次的な結果として、本ｻー ﾋ゙ｽ用設備に過大な負荷を与えた場合、またはそのおそ

れがある場合は、当社はお客様の利用を制限できるものとします。 

2. 前項に限らず、アクセス集中により他のお客様に影響があると当社が判断した場合、当社はお客様の利用を制限できるもの

とします。 

3. 当社は、都合により、２週間以上の予告期間を設けて本ｻｰﾋ゙ｽの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することが

できるものとします。 

4.  本条各項に基づく利用の制限・廃止に関し、当社はいかなる責任も負わないものとします。 
 

第１9条（お客様からの解約） 

１． お客様は弊社が定める方法により本ｻｰﾋ゙ｽの利用契約を解約することができます。この場合、お客様から発せられた解約書

面又はﾒー ﾙが弊社に到達した日の属する月の翌々月末日をもって解約日とします。 

２． お客様は、本条第１項の通知が弊社に到達した時点において、解約希望のｻ ﾋー゙ｽに関する未払いの料金又は支払遅延損害

金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。 
 

第20条（弊社からの解約） 

１． 弊社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合にはお客様に何らの通知又は催告をせずに本ｻｰﾋ゙ｽの利用契約

の全部又は一部を解約することができます。 

（1） 第１３条各号のいずれかに該当するとき 

（2） 本規約に基づく義務を遂行することができなく なったとき 

（3） 本規約の履行に関し、不正もしくは不当な行為のあったとき、又は本規約を維持しがたい不信行為があったとき 

（4） 仮差押、差押もしくは競売の申請又は破産・民事再生・会社更生・特別清算の申立てがあったとき 

（5） 強制執行・担保権の実行としての競売・滞納処分を受けたとき 

（6） 租税公課を滞納して処分を受けたとき、又は保全処置を受けたとき 

（7） 自ら振出した、又は引き受けた手形・小切手が不渡りとなったとき 

（8） 監督官庁からの許認可の取消、停止等の処分を受けた場合 

（9） お客様の死亡又は成年後見の開始、並びに事業の廃業、解散、営業の全部又は重要な一部の譲渡等をした場合 

（10） 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、その他反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき 

（11） 前各号のいずれかの事由が発生するおそれがあるとき 

２． 弊社は、利用期間中においても、その理由の如何を問わずお客様に対し 1 ヶ月前に通知することにより、損害賠償又は損失

補償の義務を負う ことなく本ｻー ﾋ゙ｽの利用契約を解約することが出来るものとします。 
 

第21条（通知） 

1. 弊社の本ｻー ﾋ゙ｽに関連するお客様への通知は、特段の定めのない限り、通知内容を電子ﾒー ﾙ又は書面又は弊社のﾎー ﾑﾍ゚ｰ

ｼﾞに掲載するなど、弊社が適当と判断する方法により通知します。 

2. お客様が、弊社に届け出た住所、連絡先又はﾒー ﾙアドレス等情報を変更しなかったことが原因で通知が到達しないこと、自

己の電子ﾒー ﾙ、書面又は弊社のﾎー ﾑﾍ゚ ｼーﾞ等を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、弊社はお客様に対し一切

責任を負わないものとします。  

3. 本条の通知が、お客様が弊社に届出た住所又はﾒー ﾙアドレスあてに発せられたときは、これが延着し又は到達しなかったと

きでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。  
 

第22条（本規約の変更） 

1. 弊社は、お客様の承諾を得ることなく 、前条に定める方法で通知することにより本規約を変更することができるものとします。 

2. 弊社がお客様に前項の通知を発した日から２週間以内に、お客様が弊社に対して当該通知に関して書面による異議申出を

行わない場合、又は通知を発した日以降に本ｻー ﾋ゙ｽを利用した場合はその時点で本規約の変更を承諾したものとみなしま

す。 
 

第23条（再委託） 

1. 弊社は、本ｻ ﾋー゙ｽの全部又は一部を第三者に再委託できるものとします。 

2. 弊社は、本ｻｰﾋ゙ｽの全部又は一部を第三者に再委託した場合、当該第三者に本規約に基づき自己に課された義務と同等の

義務を課すものとします。 
 

第24条（個人情報） 

1. 本条にいう個人情報とはお客様本人もしくはお客様の代表者個人、ご担当者に関する次の情報（以下「個人情報」といいま

す）をいうものとします。 

（1） 氏名、生年月日、住所、電話番号等、お客様が本規約に基づく取引の際に弊社、提携先企業、金融機関、（以下「弊社等」と総

称します）に届け出た事項 

（2） お申込日、利用料金等、弊社等の契約内容に関する事項 

（3） ｻｰﾋ゙ｽの提供履歴、苦情処理履歴、利用料金のお支払い状況等、弊社等との取引内容に関する事項 

2. 弊社は本規約所定のｻー ﾋ゙ｽのために個人情報を保存し管理します。このほか個人情報は弊社、弊社親会社、弊社親会社の

関連会社、弊社兄弟会社、弊社子会社（孫会社含む）、取引先事業者が次の目的で利用するものとします。 

（1） 顧客情報としての利用 

（2） ﾏ ｹーﾃｨﾝｸ゙活動もしく は商品開発をするための利用 

（3） 広告、買物情報、ｴﾝﾀ ﾃーｲﾒﾝﾄ情報、その他有益な情報を提供するための利用 

（4） 自社取扱い商材・ｻー ﾋｽ゙のご案内・勧誘のための利用 

3. 前項の場合、弊社は個人情報を紙媒体、電磁的記録媒体、光学的記録媒体に記録して送付する方法で前項の事業者に提供

するものとします。なお、この場合お客様が当該情報提供について中止を申し出た場合、弊社等は合理的な範囲でこれを中

止します。（中止の申し出は弊社等が明示する相談窓口へ連絡するものとします。） 

4. 弊社は、個人情報の管理には最大限の努力を払いますが、万が一、第三者による故意の盗用・使用等により生じた情報漏洩

やお客様の損害すべてに対し、いかなる責任も負わないものとします。 

5. 弊社は本規約所定のｻー ﾋ゙ｽ提供の一部又は全部を第三者に委託する場合に、当該ｻ ﾋーｽ゙提供に必要な範囲で、個人情報を

当該業務委託先に預託するものとします。 

6. 弊社の定める方法でお客様から利用目的の通知請求、開示請求、訂正等の請求、利用停止等の請求がある場合には、弊社

は請求があったお客様本人に関する情報の開示、訂正等を行います。なお、これらの請求は以下に連絡するものとします。 

株式会社パイオン  大阪市中央区本町1-4-8 電話番号 0120-950-150 

利用目的の通知、開示の請求につきましては、以下の通り手数料を頂くものとします。 

1本人（1情報主体）の申請ごとに、700円 

７． 手数料の支払方法は、700円分の郵便切手を申請書類に同封して頂くものとします。なお、手数料が不足していた場合、及び

手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡申し上げますが、所定の期間内にお支払いがない場合は、開示の求

めがなかったものとして対応させて頂くものとします。 
 

第２5条（権利譲渡禁止等） 

お客様は、弊社の承諾なく して、利用契約に基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供することができないも

のとします。  
 

第２6条（特約事項等） 

1. 本規約の条項と異なる事項をお客様と弊社間で合意した場合は、当該特約事項は本規約と一体として効力を有するものとし

ます。 

2. 本規約に定めのない事項については、お客様と弊社協議のう え法令ないし商慣習に従って善処するものとします。  
 

第２7条（合意管轄） 

本規約及び本規約の特約等に関する訴訟の管轄裁判所は、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を専属的な第一審合意管轄裁

判所とします。 
 

【ﾎｽﾃｨﾝｸ゙ｻー ﾋ゙ｽ】 

第１条 （お客様の義務） 

１. お客様は、本ｻ ﾋーｽ゙を利用するにあたり、弊社所定のﾏﾆｭｱﾙおよび関連情報を事前に十分確認したう えでかかる利用をする

ものとし、不明な事項については弊社所定の方法により弊社に問い合わせるなどして正確な利用を図るものとします。 

２. お客様は、自己の責任において、第三者との関係でお客様ｻー ﾋ゙ｽおよびお客様素材を管理および運営するものとします。 

３. お客様は、本ｻ ﾋー゙ｽの利用にあたり、他のお客様の利用態様による影響（本ｻー ﾋ゙ｽ用ｼｽﾃﾑのﾚｽﾎ゚ﾝｽの低下などを含むが、こ

れに限られません。）を受けることがあることを予め承諾するものとします。 

４. お客様は、やむを得ない事由により本ｻー ﾋ゙ｽ用設備が故障した場合、そのお客様の情報およびそのお客様が生成した仮想ｻ

ｰﾊ゙が消失することがあることを予め承諾するものとします。 

５. お客様は、弊社が当該お客様の依頼に基づいて当該お客様の代行としてｺﾝﾄﾛｰﾙﾊ゚ﾈﾙを操作し、本ｻー ﾋ゙ｽの利用に必要な

各種作業の代行を行うことを予め承諾するものとします。 

６. お客様は、お客様素材に関し、第三者をして著作権、著作者人格権その他のいかなる権利（お客様素材に現れる肖像、氏名、

音声、容姿、署名、建築物、家具、展示物、商号、商標その他の一切の属性に係る権利を含みます。）の主張または行使も行わせ

ないものとします。 

７. お客様ｻ ﾋー゙ｽまたはお客様素材が第三者の著作権その他の知的財産権またはその他の権利を侵害するものとして、弊社に

対し当該第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟（以下「紛争等」といいます。）が提起された場合、お客様は、自らの費用

と責任において、当該紛争等の防御および解決にあたるものとし、かつ、弊社を一切免責するものとします。万一当該紛争等に

関連して弊社に損害が発生した場合、お客様は、これを賠償する責任を負うものとします。 

８. お客様が第三者から何らかの紛争等が提起された場合、当該お客様は、自らの費用と責任において解決するものとし、弊社

を一切免責するものとします。 
 

第２条 （契約終了時の措置） 

１. 本契約が終了した場合、お客様は、本契約に基づき弊社から渡された書類及びﾃ゙ ﾀー（複製を含む）のすべてを返還ないし廃

棄するものとします。 

２. 前項の場合、弊社は、本ｻー ﾋ゙ｽの利用によりお客様によって生成された仮想ｻ ﾊーﾞおよび格納されたﾃ゙ ﾀーその他本ｻ ﾋー゙ｽ用設

備に格納されたﾃ゙ ﾀーの全てを消去するが、その際お客様に確認する義務を負わないものとし、削除を行う ことにお客様は異議を

申し立てることができないものとします。 

３. お客様は弊社に対し、書面によりお客様が登録したﾃ゙ ﾀー等の引渡しを求めた場合、有料でその引渡しを受けることができるも

のとします。但し、何らかの理由で引渡しが不可能と弊社が判断したときは、お客様は弊社に当該ﾃ゙ ﾀー等の引渡しを請求できな

いものとします。   
 

【作成ｻ ﾋー゙ｽ】 

第1条（作成ｻー ﾋ゙ｽ） 

１． 弊社がお客様に提供する作成ｻ ﾋーｽ゙の内容は以下の各号のとおりとし、お客様は弊社にこれを委託し、弊社はこれを受託

するものとします。 

（１） ｲﾝﾀﾈｯﾄｳｪﾋ゙ｻｲﾄのｺﾝﾃﾝﾂ（以下「本件ｺﾝﾃﾝﾂ」といいます）の制作・加工・開発業務及びこれを所定のｻー ﾊ゙にｲﾝｽﾄー ﾙ、ｱｯﾌ゚

ﾛ ﾄー゙、設定する業務 

（２） 前号に付帯関連する業務 

２． お客様は、作成ｻー ﾋ゙ｽの遂行にはお客様と弊社双方の共同作業及び分担作業が必要とされることを認識し、お客様の分担

作業の実施に対して誠意をもって協力するものとします。 
 

第２条（作成ｻー ﾋ゙ｽ遂行単位） 

本件ｺﾝﾃﾝﾂの容量・ﾃｻ゙゙ｲﾝ（画像を含む）・ﾚｲｱｳﾄト・配色・使用色の数・文字数・ﾌｫﾝﾄト・総ﾍ゚ｰｼ゙数などの詳細な制約条件につい

ては作成ｻー ﾋｽ゙の種別毎に別途弊社が定めるところによるものとします。万一、現実に作成ｻー ﾋ゙ｽの内容を確定する際に、当該内

容がこの制約条件を超える作業を要することが判明したときは、弊社は別途料金をお客様に請求するものとします。 
 

第3条（お客様の分担作業） 

作成ｻー ﾋ゙ｽを遂行するためにはお客様は次の各号に定める分担作業を行わなければなりません。 

（１） 本件ｺﾝﾃﾝﾂ制作に必要な取材の協力 

（２） 本件ｺﾝﾃﾝﾂ制作にあたり弊社が中間成果について確認を求めたときは、これを確認すること。 

（３） 弊社がお客様に本件ｺﾝﾃﾝﾂを納入することの協力 

（４） その他、本規約の他の条項で定める事項及び弊社が要請した作業への協力 
 

第4条（本件ｺﾝﾃﾝﾂ制作） 

１． 本件ｺﾝﾃﾝﾂ制作に必要な取材は、お客様の要望内容の確認等を行う ため、弊社が別途提示するスケジュールに基づき行う

ものです。画像ｺﾝﾃﾝﾂの撮影は別途有償契約の締結が必要です。また、弊社は掲載する文章の起案は行いません。 

２． お客様は弊社から取材依頼があったときは、無償で画像・文章・その他ﾃﾞー ﾀなどの素材を提供し、別途弊社が定める制約の

範囲内で具体的な要望を行って本件ｺﾝﾃﾝﾂ制作に必要な原稿（以下「本件原稿」といいます）を入稿するものとします。 

３． 本件原稿につき、内容等の誤り又はお客様の提供遅延によって生じた弊社の作成ｻー ﾋ゙ｽの履行遅滞や瑕疵等の結果、及び

合理的に相当と判断できる事由（一般的に制作に必要と思われる日数を要することによる遅延を含みますがこれに限りません）な

どによって生じた弊社の作成ｻー ﾋｽ゙の履行遅滞については、弊社はその責を免れるものとします。なお、本件原稿については

本件ｺﾝﾃﾝﾂの納入後すみやかに弊社によって破棄もしくは消去するものとします。 
 

第5条（中間成果の確認） 

１． 本件ｺﾝﾃﾝﾂ制作業務の中間成果について弊社が必要と認めたときは、当該中間成果の制作作業が完了し次第随時、弊社は

お客様に確認を求めることができるものとします。 

２． お客様は前項の確認を弊社が中間成果の提示をした日から５日以内（以下「確認期間」といいます）に行い、当該確認結果を

弊社に交付するものとします。 

３． お客様が弊社に対し異議の申し出をすることなく 、前項の確認期間内に中間成果の確認を行わなかった場合、当該期間満

了の日をもって、中間成果の確認が行われたものとみなすものとします。 
 

第6条（納入） 

１． 弊社は本件ｺﾝﾃﾝﾂが完成し次第、お客様が指定するｻー ﾊ゙内に本件ｺﾝﾃﾝﾂのﾃﾞー ﾀをｲﾝｽﾄー ﾙし、閲覧可能な状態においた

上でお客様に通知する方法によりお客様に納入します。なお、お客様指定のｻー ﾊが存在しない場合その他弊社がｻ ﾊーにｲﾝｽﾄ

ｰﾙできないと判断した場合、本件ｺﾝﾃﾝﾂは弊社が適宜選定する記録媒体（電磁的、光学的、電子的の何れかの記録媒体）に記

録した上でお客様に送付する方法により納入するものとします。 

２． 本件ｺﾝﾃﾝﾂの納入に際し、弊社はお客様に対して必要な協力を要請できるものとし、お客様は弊社から協力を要請された

場合にはすみやかにこれに応ずるものとします。 
 

第7条（検収） 

１． 本件ｺﾝﾃﾝﾂについては、お客様は、弊社より納入を受けた日から１０日以内（以下「検査期間」といいます）に照合検査しなけ

ればなりません。本件ｺﾝﾃﾝﾂに何らの瑕疵が無い場合、お客様は弊社に対しその旨を直ちに通知するものとします。 

２． 検査合格の通知がない場合であっても、検査期間内にお客様から書面による異議の申し出が無い場合は、検査期間の満了

をもって検査に合格したとみなすものとします。 
 

第8条（本件ｺﾝﾃﾝﾂの所有権） 

弊社がお客様に納入する本件ｺﾝﾃﾝﾂの所有権は、お客様より弊社に料金が完済された場合に、弊社からお客様に移転するもの

とします。 
 

第9条（本件ｺﾝﾃﾝﾂの著作権） 

１． 本件ｺﾝﾃﾝﾂのうち本件原稿に関する権利についてはお客様に帰属するものとします。 

２． 本件ｺﾝﾃﾝﾂのう ち、弊社が従前から有していたｺﾝﾃﾝﾂ及び弊社が作成ｻー ﾋ゙ｽの実施中新たに考案したｺﾝﾃﾝﾂの著作権は

弊社に留保されるものとし、弊社はこれらｺﾝﾃﾝﾂをｲﾝﾀ ﾈーｯﾄ上で公開する目的で使用することをお客様に許諾し、お客様は本件

ｺﾝﾃﾝﾂを自己が利用するために必要な範囲でこれらを著作権法に従って利用できるものとします。 

３． 本件ｺﾝﾃﾝﾂのう ち、お客様独自のｺﾝｾﾌ゚ﾄ、ｱｲﾃ゙ｱに基づき弊社が制作したｺﾝﾃﾝﾂの著作権は、お客様と弊社の共有（持分

均等）とし、お客様及び弊社は相手方の同意を要することなく 、著作権法に基づき自ら利用し、第三者に対し利用を許可できるも

のとします。なお、本項の適用があるものは、あくまで弊社の顧客に共通して利用可能となる普遍的なｺﾝｾﾌ゚ﾄ、ｱｲﾃ゙ｱを指し、お

客様が考案した名称やお客様が登録した特許・商標・意匠などはお客様固有の権利であることを確認します。 

基本ｻー ﾋ゙ｽ 

お客様のﾊ゚ｿｺﾝ・ｽﾏー ﾄﾌｫﾝ・facebook・ Google Apps に関するお問合せに対し、担当ｵﾍﾚ゚

ｰﾀが電話でお答えするｻー ﾋｽ゙及び1日に 1回にかぎり、遠隔ｻﾎ゚ ﾄーを 30分以内で利用

できるｻー ﾋ゙ｽ。 

遠隔ｻﾎ゚ ﾄー 

 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続を利用し、お客様と担当ｵﾍﾚ゚ ﾀーのパソコン画面を共有しながら、お客様

の問題解決のお手伝いを行うｻー ﾋ゙ｽ。 
 

訪問ｻﾎ゚ ﾄー 

 

弊社よりお客様のもとに担当ｽﾀｯﾌを派遣し、問題解決のお手伝いを行うｻー ﾋｽ゙。 

ｾｷｭﾘﾃｨｻ ﾋーｽ゙ 
ｽﾏー ﾄﾌｫﾝのｾｷｭﾘﾃｨﾁｪｯｸに加え、迷惑電話などの管理、連絡先情報の保護機能を搭載し

た Android端末ﾕー ｻ゙ 向ーけのｿﾌﾄｪｱを利用できるｻ ﾋーｽ゙。 

ﾃﾞー ﾀ復旧ｻー ﾋ゙ｽ 

AndroidOS 搭載のｽﾏ ﾄーﾌｫﾝのﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ （ーﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ はーｽﾏー ﾄﾌｫﾝ内蔵型に限ります。

USB ﾒﾓﾘや外付けの記録装置はｻー ﾋ゙ｽ対象外となります。）から、水没や破損等の障害時

に、ﾃ゙ ﾀー抽出を実施するｻ ﾋーｽ゙。論理障害および重度物理障害の場合は、ﾃ゙ ﾀー復旧ｻ ﾋー゙

ｽの対象外です。 

ﾎ ﾑーﾍ゚ｰｼ゙更新ｻ ﾋー゙ｽ お客様のﾎー ﾑﾍ゚ ｼーﾞを更新する゙ｻー ﾋ゙ｽ 

ｆacebook更新ｻ ﾋー゙ｽ お客様のｆacebook ﾍ゚ ｼーﾞを更新する゙ｻー ﾋ゙ｽ 

ﾎｽﾃｨﾝｸ゙ｻ ﾋーｽ゙ ｲﾝﾀ ﾈーｯﾄに接続された情報発信用のｻー ﾊ゙の機能を、遠隔から利用できるｻ ﾋー゙ｽ 

ｆacebook ﾌ゚ﾗﾝ ｆacebook ページ管理更新ｻー ﾋｽ゙。運営アドバイスをするｻ ﾋー゙ｽ。 

作成ｻー ﾋ゙ｽ  
 
 ﾎ ﾑーﾍ゚ｰｼ゙作成ｻ ﾋー゙ｽ お客様のﾎー ﾑﾍ゚ ｼー ﾍ゙゚ ｼーﾞを作成する゙ｻー ﾋ゙ｽ 
 

ｆacebook ﾍ゚ ｼー゙作成ｻ ﾋー゙ｽ お客様のｆacebook ﾍ゚ ｼーﾞを作成する゙ｻー ﾋ゙ｽ 

基本ｻー ﾋ゙ｽ料金 ｵﾌ゚ｼｮﾝｻー ﾋ゙ｽ料金 

ﾍﾞー ｼｯｸ 月額3,000円 HP 作成 30,000円/回 

ｽﾏﾎ 月額1,000円 facebook ﾍ゚ｰｼ゙作成 30,000円/回 

ｺﾞー ﾙﾄ゙  月額9,000円 

ﾌ゚ﾗﾁﾅ 月額30,000円 
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